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次
の
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満
た
す
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内
に
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し
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住
す
る
人

➁
認
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保
育
施
設
に
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単
位
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➃
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可
保
育
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設
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所
し
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か
っ
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入
所
辞
退
な
ど
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所
希
望
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設
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少
な
い
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別
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由
を
除
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第
６
希
望
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満
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・
市
税
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を
滞
納
し
て
い
る
人

▼
対
象
施
設

保
育
所
業
務
を
目
的
と
す
る
施
設
で
、
県

ま
た
は
熊
本
市
へ
届
け
出
を
し
た
認
可
外

保
育
施
設（
市
外
の
施
設
も
対
象
）

※
企
業
主
導
型
保
育
事
業
所
お
よ
び
事
業
所

内
保
育
施
設
や
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話
な
ど
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目
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と

す
る
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設
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対
象
外
で
す
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０
～
２
歳
児
の
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保
護
者
が
負
担
し

た
保
育
料
月
額
と
昼
食
代
の
合
計
額
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３
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保
護
者
が
負
担
し

た
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料
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額

※
令
和
５
年
４
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日
現
在
の
満
年
齢

※
保
育
料
月
額
に
延
長
料
金
は
含
み
ま
せ
ん

▼
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額

補
助
対
象
経
費
か
ら
、
認
可
保
育
施
設
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入
所
し
た
場
合
の
保
育
料
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相
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を

差
し
引
い
た
額（
上
限
は
月
額
２
万
円
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▼
申
込
方
法

申
請
書
類
一
式
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

（
郵
送
可
）

※
申
請
書
類
一
式
は
申
込
場
所
に
用
意
し
て

い
ま
す
。
市
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４
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・
８
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月
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・
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月
～
令
和
６
年
３
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通
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…
令
和
６
年
４
月
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日
㈪
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セ
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、

須
屋
支
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▼児童手当現況届の提出が必要な受給者

・離婚協議中で、配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の
所在地と異なる市町村で児童手当を受給
している人

・支給要件児童の戸籍がない人
・その他、市から提出の案内があった人

※公務員で所属庁から児童手当を受給して
いる人は、勤務先へ確認してください

毎年６月に提出していた児童手当現況届は、令和
４年度から一律の届出義務が廃止され、原則、提出
不要です。
ただし、左記に該当する受給者（毎年６月１日の状

況が公簿などで確認できない人）は引き続き現況届の
提出が必要です。現況届（黄色い用紙）が届いた人は、
必ず期限内に提出してください。提出がない場合、
６月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご
注意ください。

児童手当法の一部改正により、令和４年６月（10月
支給）分から、主な生計維持者の所得額が所得上限限
度額以上の場合、児童手当・特例給付は支給されてい
ません（資格消滅）。今年度の所得により、新たに支給
対象外となる人には、７月頃に通知を送付します。
また、昨年度、所得上限限度額以上で資格消滅した

人のうち、今年度の所得が所得上限限度額を下回った
人は、改めて手続きが必要です。対象者には通知を送
付しますので、認定請求書などを提出してください。
※令和5年１月１日時点で本市に住民票がなかった人
には通知がありません。右表で確認してください

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者およ
び扶養親族の人数です

※基準となるのは、主な生計維持者（父母どちらか所得が
高い方）の所得です。世帯収入は合算しません

児童手当現況届の提出は、原則不要です
� ●問い合わせ先　子育て支援課　子ども家庭班　☎０９６-２４８-１１６２

所得上限限度額以上の人は児童手当が支給されません
� ●問い合わせ先　子育て支援課　子ども家庭班　☎０９６-２４８-１１６２

児童手当を受給している人へ

ご確認ください

扶養親族等の数 ❶所得制限限度額（万円）❷所得上限限度額（万円）
０人 ６２２ ８5８
１人 ６６０ ８９６
２人 ６９８ ９３４
３人 ７３６ ９７２
４人 ７７４ １０１０
5人 ８１２ １０４８

所得が❶未満の場合

・３歳未満　　　月額１5，０００円
・３歳以上小学校修了前
　　　　　　　　月額１０，０００円（第３子以降は月額１5，０００円）
・中学生　　　　月額１０，０００円

所得が❶以上❷未満の場合 児童１人当たり　月額5，０００円

所得が❷以上の場合 支給されません

新型コロナワクチン接種情報
●問い合わせ先　市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎０９６-３２１-６５４７ 市ホームページ▶︎ 市LINE▶︎

春開始接種
・65歳以上の人に順次接種案内と接種券を送付して
います。接種案内に記載の方法で接種予約をして
ください。３〜5回目でオミクロン株対応２価ワ
クチンを未接種の人は、お持ちの接種券で接種で
きますので、新たな送付はありません。随時接種
予約を受け付けています。

・64歳以下で基礎疾患がある人や医療従事者など
は、接種券の発行申請が必要です。

▶発行申請
インターネット申し込みまたはコールセンターへ

の電話申し込みが必要です。申し込みから１週間程
度で接種券を発送します。

令和5年度の新型コロナワクチン接種を以下のとおり実施します。
各接種について詳しくは、市ホームページでお知らせしていますのでご覧ください。

接種時期 対象者 使用するワクチン 接種費用

春開始接種
（5月〜８月）

・65歳以上の人
・基礎疾患がある人（5歳から64歳）
・医療従事者など

オミクロン株対応
２価ワクチン 無　料

初回接種
・これまでに１度も接種をしていない人の初回接種も引き続き実施します。
・現在お持ちの接種券で接種できます。（接種券を紛失した人は再発行申請が必要です）
　予約は市コールセンターへの電話予約のみになります。

医療従事者など
の申し込みは
こちら▶︎

基礎疾患がある
人の申し込みは
こちら▶︎

※ワクチン接種で分から
ないことがある人は、
お気軽にワクチン接種
コールセンターへお問
い合わせください




